
⼿配�⾏���件書
この�⾏�件書は、パンフレットとともに、�⾏業��12�の4で�める「���件��書⾯」�び同��12�の5で�める「��書⾯」の⼀
�です。お申�みの�には必ず事前にご��の上お申�みください。 

1. ⼿配�⾏�� 
（１）「⼿配�⾏��」とは、当�がお��の�頼により、お��が��・�泊その他のサービスの提供を受けることができるように⼿配することを�き受ける��をいいま
す。 
（２）「国内�⾏」とは�邦内のみの�⾏をいい、「���⾏」とは国内�⾏��の�⾏をいい ます。 
（３）当�が�良な�理者の��をもって�⾏サービスの⼿配をしたときは、�⾏��に基づく 当�の債�の履⾏は�了します。したがって、お��が�頼された��・�泊
��が�員、��等の理由で⼿配不�となった場�でも�則として、当���の�⾏業���料金を申し受けます。

2. �⾏のお申�み�び��の成立時期 
（１）当�はお��のご希�による���・�泊�等の⼿配�⾏��の予�の申�みを��の電�・郵�・電�メールその他の��⼿�により受付いたします。 
（２）�⾏のお申�みは、当���の申�書�はメールにて必�事項をご��のうえ、お申�みください。 
（３）お��との�⾏��については、当�が��の��を�諾し、（2）の申�金を受領した時に成立します。
（４）当�は、団体・グループを構成する�⾏者の代�としての��責任者から�⾏申�みがあった場�、��の���び��等に�する⼀切の代理�を��責任者が有して
いるとみなします。��責任者は、当�が�める⽇までに構成者の��を当�にご提�いただきま す。当�は、��責任者が構成者に�して現に負い、�は�来負うことが予
想される債��は義�については何ら責任を負うものではありません。また当�は、��責任者が団 体・グループに同⾏しない場�、�⾏開��においては、あらかじめ��
責任者が�任した構成者を��責任者とみなします。 

4. �消料金 
（１）各�泊��の�消料は�泊��により異なります。 
（２）各����の�消料は��・��により異なります。 

3. �⾏業���料金 
当�は、お��のご�⾏に�ってお�受けする⽇��・⾒積書の作成や必�な予�の⼿配・�更・ �消・クーポン��の発�・��発�（お��ご⾃�によるご予�を当�の
責任において��し、 クーポンを発�すること）などに�して、�下の�⾏業���料金を申し受けます。

1. ��・�泊��等の��⼿配 

2. �泊��を単⼀に⼿配する場� 

3. ��期間を単⼀に⼿配する場� 

4. �更の⼿� 

5. �消の⼿� 

��の20%�内
1件1⼿配につき �⽤の20%�内
1件1⼿配につき �⽤の20%�内
1件1⼿配につき �⽤の20%�内
1件1⼿配につき �⽤の20%�内

�⾏業���料金 お受けする内�

�1. 上�の�⾏業���料金は消��が�まれております。 
�2. お��のご都�によってご�⾏を中⽌される場�、クーポン��をお�き�しする前・�にかかわらず、当�が当��⾏の⼿配・相�の⼀�または��を�了していると
きには、 これに�る(1)〜(5)の�⾏業���料金を申し受けます。 

5. お申�み�件 
（１）お申�み時点で未成年の�は、��者の同�が必�です。 
（２）�性��のある�、��中の�、�体に�がいのある�その他�別な配慮を必�とする�は、その旨をお申し�ください。当�は可�な範囲内でこれに�じます。な
お、お��からのお申し�に基づき、当�がお��のために�じた�別な措�に�する�⽤はお��の負担とします。 
（３）お��が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団��者、その他���的�⼒であると��した場�や、当�に�して暴⼒的�は不当な��⾏為、脅�的な�動や暴⼒を⽤いる⾏為
などを⾏った場�、また⾵�を流布し、偽�や�⼒を⽤いて当�の�⽤を�損�は業�を��する⾏為などを⾏った場�は、お申�みをお�りすることがあります。 
（４）その他当�の業�上の都�があるときは、お申�みをお�りする場�があります。

6. ��書⾯の�付 
（１）当�は、��の成立��やかに��書⾯を�付します。ただし、当�が⼿配するすべての�⾏サービスについて乗⾞��、�泊�その他の�⾏サービスの提供を受ける
�利を�⽰した書⾯を�付するときは、当���書⾯を�付しないことがあります。
（２）��書⾯を�付した場�において、当�が⼿配�⾏��により⼿配する義�を負う�⾏サービスの範囲は、��書⾯に��するところによります。

7. �⾏代金 
（１）当�は、�⾏開�前において��・�泊��の�賃、料金の��、為替相場の�動その他の事由により�⾏代金の�動が⽣じた場�、当��⾏代金を�更することがあ
ります。
（２）ご�⾏代金は、ご�⾏開�前の当�が�める期⽇までにお��いいただきます。

8. �⾏��内�の�更
お��から��内�の�更があったときは、当�は可�な�りお��の�めに�じます。この場�、当�は�⾏代金を�更することがあります。また、�の料金を申し受けま
す。 
 1. �更のために��・�泊��等に��う�消料・��料（すでに���を発⾏している場�の��⼿�料を�みます。） 
 2. 当���の�更⼿�料金 

9. �⾏��の�� 
（１）お��は�下の料金をお��いいただくことにより、いつでも�⾏��を��することができます。 
 1. お��が提供を受けた�⾏サービスの�⽤ 
 2. 未提供の�⾏サービスに�る�消料その他サービス提供��の未�い�⽤ 
 3. 当���の�⾏業���料金としての⼿配料金・�消⼿�き料金 
（２）お��が当���の期⽇までに�⾏代金をお��いいただけない場�は、当�期⽇の�⽇にお��が�⾏��を��したものとみなします。 



12. お��の責任
お��の故�、�失、�令・��良�に�する⾏為、もしくはお��が当�の��の��を�らないことにより当�が損�を受けた場�は、お��は当�に�し損�を�償し
なけければなりま せん。 

11. 当�の責任 
（１）当�は�⾏��の履⾏にあたって、当�または当�の⼿配代⾏者が故�または�失によってお��に損�を�えた場�、その損�を�償いたします。ただし、損�発⽣
の�⽇から�算して2年�内に当�に�知があった場�に�ります。 
（２）お��が�に例⽰するような事例により損�を�られた場�は、�則として当�は責任を負いません。 
 1. �災地�、戦乱、暴動、��署の�令、�災、��・�泊��等のサービス提供の中⽌による損� 
 2. �中� 
 3. 盗� 
 4. お��ご⾃�の故�または�失による損� 
 5. その他の当��は当�の⼿配代⾏者の��し得ない事由による損� 

13. 個�情�の��い 
（１）当��び受��⾏業者は、�⾏申�みの�にご提�いただいた個�情�について、お��との��や��･�泊��等の⼿配のために利⽤させていただくほか、当�の�
⾏��上の 責任、事故時の�⽤等を担保する保�の⼿�き上必�な範囲内において当���等に提供い たします。 
（２）�⾏先でのお��のお買物等の便�のため、お��の���び�乗される��便等の個�情�を、電�的��等で⼟�物�等の事業者に提供いたします。お申�みの�
に、これらの 個�情�の提供についてお��にご同�いただきます。 
（３）当�は、�⾏中に傷�があった場�、��等の��で�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場� 等に�え、お�さまの�⾏中の国内��先の�の個�情�をお伺いしていま
す。この個�情� は、お��に傷�があった場�やお��のご�⾏⽇�に⼤幅な�更があった場�、その他等で 国内��先の�へ��の必�があると当�等が�めた場�に使
⽤させていただきます。お��は、国内��先の�の個�情�を当�等に提供することについて国内��先の�の同�を得るものとします。 
（４）当�は当�が保有するお��の個�情�を�品開発や�品�内など�売促�活動、お��へのご��や��のために、当�グループ�業�び�売�と��、��、電�
��、メールアドレスなど個�情�を共同利⽤させていただきます。当�の個�情�の��いに�する��等の��、当�グループ��については、当�（TEL�0467-55-
5753）にお問い�わせいただくか、当�ホームページ（https://ville.jp）にてご��ください。 

14．�⾏�件・�⾏代金の基�期⽇ 

��⾏�件�び�⾏代金の基�⽇は、2025年2⽉19⽇現在です。 

10. 団体・グループ⼿配
同じ⾏�を同時に�⾏する��の�⾏者（�下「構成員」といいます。）がその責任ある代�者を�めて申�んだ�⾏��については、�下により�り�います。
（１）当�は、お��が�めた代�者（�下「��責任者」といいます。）が構成員の�⾏��の��に�する⼀切の代理�を有しているものとみなして、当��⾏��に�する
��等を��責任者との間で⾏います。
（２）当�は、��責任者が構成員に�して現に負い、または�来負うことが予想される債�または義�について何らの責任を負うものではありません。
（３）��責任者は、�����当�が�める⽇までに構成員の��を提�していただきます。��責任者は、�９項による�三者提供が⾏われることについて、構成者��の同
�を得るものとします。
（４）��責任者が団体・グループに同⾏しない場�、�⾏開��は、予め��責任者が�任した構成者を��責任者とみなします。
（５）当�は、��責任者から構成員の�更の申し�があった場�は可�な�りこれに�じます。構成員の�更によって⽣じる�⾏�⽤の�減は構成者に�属するものとします。


